
 
 

市民共同発電所と地域⽴立法 
（地域⾃自然エネルギー基本条例の制定について）

 滋賀県湖南市⾧長　⾕谷　畑　英　吾

⽇日独セミナー「原⼦子⼒力から再⽣生可能エネルギーへのシフト」!
〜～⽇日本とドイツが互いに学びあえること〜～!

主催：脱原発をめざす⾸首⾧長会議!
20140712
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再⽣生可能エネルギー　
現状
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普及妨げの要因
⾃自然エネルギーの特性	  
•太陽光は曇り、⾬雨の⽇日は発電量が低下	  
•⾵風⼒力発電は⾵風速や⾵風向の影響で変動

⼟土地・資源利⽤用や制度課題	  
•⾃自然公園法・農地法・河川法	  
•関連法制度の動向により影響を受ける
電⼒力系統の課題	  
•系統連系の制約

コスト・資⾦金の課題	  
•普及率が低いため、量産体制が整っていない	  
•市場参⼊入する主体が限られる

電気料⾦金の課題	  
•再⽣生可能エネルギー賦課⾦金上昇

規制による導⼊入断念

地域資源が⽣生かせない

再⽣生可能エネルギーの否定

安定性にかける

資⾦金の調達ができない
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固定価格買取制度

住宅⽤用ＦＩＴ制度導⼊入後の導⼊入量【2014年３⽉月末】	  
• 住宅⽤用太陽光発電	  
• ２２７．６万ｋW	  
• 買取制度導⼊入前の累積導⼊入量　約４７０万ｋW

⾮非住宅⽤用(10ｋＷ以上)ＦＩＴ制度導⼊入後の導⼊入量【2014年３⽉月末】	  
• ⾮非住宅⽤用	  
• ６４３．９万ｋW・・・約７倍	  

• 買取制度導⼊入前の累積導⼊入量　約９０万ｋW

調達価格の区分の⾒見直し、１０ｋW未満の全量買取
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• ⼈人⼝口減少社会、⾼高齢社会、成熟社会!
• 社会保障経費の増⼤大!
• 国債依存体質（将来世代からの借⾦金で⽣生活）

• ⼀一億総中流社会の崩壊!
• 世代間意識格差、経済財政制度の持続可能
性に⾚赤信号

戦後パラダイムの終焉

時代認識
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• ファースト・インパクト　阪神淡路⼤大震災!
　　　ＮＰＯの役割に注⺫⽬目（⾏行政の限界）!
• セカンド・インパクト　　東⽇日本⼤大震災!
　　　地域の絆の再確認（防災の限界）!
　　　原⼦子⼒力エネルギーの危険認知!
　　　⾃自治とは何かの問いかけ（福島県浜通
り）!
　　　情報の過度な統制、透明性の⽋欠如!
　　　国民の安全と民主政治の健全性の確保

セカンド・インパクトとし
ての東日本大震災
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地⽅方公共団体は、その事
務所の位置を定め⼜又はこ
れを変更しようとすると
きは、条例でこれを定め
なければならない。 

前項の事務所の位置を定め⼜又はこれを
変更するに当つては、住民の利⽤用に最
も便利であるように、交通の事情、他
の官公署との関係等について適当な考
慮を払わなければならない。 

普通地⽅方公共団体の区域
は、従来の区域による。

市町村の区域内に住所を有する者は、当
該市町村及びこれを包括する都道府県の
住民とする。 

住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地⽅方公共団体
の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義
務を負う。 

帰還困難区域の現
状

異形の⾃自治体の出現

仮事務所
は	  
郡⼭山市	  
いわき市	  
三春町	  
⼤大⽟玉村

帰宅困難
区域の存
在

住民は全
国へ離散

税・・・

例:富岡町
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国全体のエネルギー政策、地⽅方政策の破たん

地⽅方⾃自治体が実務的にどうカバーしていくか



10「地域の自給力と創富力（富を生み出す力）を高める地域主権型社会」への転換

緑の分権改革
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経済の地域内循環を進
める

• 新しい経済エネルギー政策のモデルづくり	  
• 地域⾃自然エネルギーの地域資源位置づけ	  
• 市民共同発電所と地域商品券のコラボ	  
• 障がい者⾃自⽴立⽀支援、地域特産品開発	  
• 福祉的施策からの⾃自⽴立と労働環境整備	  
• 観光発掘と地域アイデンティティの構築
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エネルギー条例制定へ

明らかとなった課題

市民共同発電の推進

さりげない⽀支え合い

⾃自然エネルギーの多様性 不在電⼒力地主の排除

経済の地域循環の必要性

⾃自然エネルギーは地域固
有の資源

送電ロスの解消

電⼒力供給源の⾃自⽴立分散

条例化へ



エネルギー条例制定へ

!!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆　JSTシンポジウム
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２０１２年６⽉月６⽇日　!
　主催：ＪＳＴ　（独⽴立⾏行政法⼈人　科学技術振興機構）!
　共催：総務省!
「⾃自然エネルギーは地域のもの」!
　　〜～地域からエネルギーの未来を創る緊急シンポジウム〜～!!
⑴地域が、地域にある⾃自然エネルギー資源の価値に気づき、
その持続的な利⽤用と公平な運⽤用による地域の創富⼒力向上に取
り組むこと。!
⑵地域が、⑴を具現化するための各種の政策的枠組みの整備
に取り組むこと。!
⑶関係する専⾨門家、企業、報道機関、ＮＰＯ及びエネルギー
の需要家等が、⑴、⑵を尊重して⾃自然エネルギーの適正な利
⽤用促進に取り組むこと。!
⑷私たち皆が、上記⑴〜～⑶の推進に必要とされる総合的な企
画⼒力のある⼈人材の育成に地域内外で取り組むこと。　　　 !
　　　　　　　　　　　　　　　　〜～「⾃自然エネルギーは地域のもの」シンポジウム資料よ
り!

条例の基本理念に、
「⾃自然エネルギーは
地域のもの」を据え

る。



地域自然エネルギー基
本条例

◆　湖南市地域⾃自然エネルギー基本条例

地域に存在する	  
⾃自然エネルギー
は地域固有の資
源である。

地域に根差した
主体が、地域の
発展に資するよ
うに活⽤用するこ
とが必要であ
る。

地域経済の循環
に貢献できるよ
うな⾃自然エネル
ギーの活⽤用には
⼀一定のルールが
必要である。

市、事業者および市民の役割を明らかにす
るとともに、地域が主体となった取り組み
により地域社会の持続的発展に寄与する。 14



• 東⽇日本⼤大震災とこれに伴う世界に類をみない⼤大きな原⼦子⼒力発
電所事故は、わが国のまちづくりやエネルギー政策に⼤大きな
転換を余儀なくしました。これからのエネルギー政策につい
て新たな⽅方向性の確⽴立と取り組みが求められています。	  

• 湖南市では、全国に先駆けて市民共同発電所が稼動するな
ど、市民が地域に存在する⾃自然エネルギーを共同で利⽤用する
先進的な取り組みが展開されてきました。	  

• ⾃自分の周りに存在する⾃自然エネルギーに気づき、地域が主体
となった⾃自然エネルギーを活⽤用した取り組みを継続的に進め
ていくことが⼤大切です。	  

• わたしたちは、先達が守り育ててきた環境や⾃自然エネルギー
資源を活かし、その活⽤用に関する基本理念を明らかにするた
め、ここに湖南市地域⾃自然エネルギー基本条例を制定します。
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地域自然エネルギー基
本条例

■　前⽂文



◆　湖南市地域自然エネルギー基本条例

（⺫⽬目的）	  
第１条　この条例は、地域における⾃自然エネルギーの活⽤用について、市、事業者及び市民の役割を明らかに
するとともに、地域固有の資源であるとの認識のもと、地域経済の活性化につながる取り組みを推進し、もっ
て地域が主体となった地域社会の持続的な発展に寄与することを⺫⽬目的とする。!
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地域自然エネルギー基
本条例

市

事業者

市民

役割の	  
明確化 地域⾃自然エネルギーは	  

地域固有の資源である

地域経済活性化に	  
つなげる取り組み推進

地域社会の持続的	  
発展に寄与

宣⾔言！



◆　湖南市地域自然エネルギー基本条例

（定義）	  
第２条　この条例において「⾃自然エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。!
(1)　太陽光を利⽤用して得られる電気!
(2)　太陽熱!
(3)　太陽熱を利⽤用して得られる電気!
(4)　⾵風⼒力を利⽤用して得られる電気!
(5)　⽔水⼒力発電設備を利⽤用して得られる電気（出⼒力が1,000キロワット以下であるものに限る。）	  
(6)　バイオマス（新エネルギー利⽤用等の促進に関する特別措置法施⾏行令（平成９年政令第208号）第１条第
２号に規定するバイオマスをいう。）を利⽤用して得られる燃料、熱⼜又は電気
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地域自然エネルギー基
本条例

太陽光発電 太陽熱発電太陽熱 ⾵風⼒力発電 ⼩小⽔水⼒力発電 バイオマス発電



◆　湖南市地域自然エネルギー基本条例

（基本理念）	  
第３条　地域に存在する⾃自然エネルギーの活⽤用に関する基本理念は次のとおりとする。!
(1)　市、事業者及び市民は、相互に協⼒力して、⾃自然エネルギーの積極的な活⽤用に努めるものとする。!
(2)　地域に存在する⾃自然エネルギーは、地域固有の資源であり、経済性に配慮しつつその活⽤用を図るものと
する。!
(3)　地域に存在する⾃自然エネルギーは、地域に根ざした主体が、地域の発展に資するように活⽤用するものと
する。!
(4)　地域に存在する⾃自然エネルギーの活⽤用にあたっては、地域ごとの⾃自然条件に合わせた持続性のある活⽤用
法に努め、地域内での公平性及び他者への影響に⼗十分配慮するものとする。
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地域自然エネルギー基
本条例

市、事業者、
市民の　　

相互協力

自然エネル
ギーの積極

活用

地域主体による地域発展
への活用

経済性配慮
持続性

地域内での公
平性配慮

他者への影
響配慮



◆　湖南市地域自然エネルギー基本条例

（市の役割）	  
第４条　市は、地域社会が持続的に発展するように、前条の理念に沿って積極的に⼈人材を育成し、事業者や
市民への⽀支援等の必要な措置を講ずるものとする。  
（事業者の役割）	  
第５条　事業者は、⾃自然エネルギーの活⽤用に関し、第３条の理念に沿って効率的なエネルギー需給に努める
ものとする。!
（市民の役割）	  
第６条　市民は、⾃自然エネルギーについての知識の習得と実践に努めるものとする。!
２　市民は、その⽇日常⽣生活において、⾃自然エネルギーの活⽤用に努めるものとする。
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地域自然エネルギー基
本条例

人材育成 
事業者・市民支援

市の役割

効率的な 
エネルギー需給

事業者の役割

知識の習得と実践 
自然エネルギー活用

市民の役割



◆　湖南市地域自然エネルギー基本条例

（連携の推進等）	  
第７条　市は、⾃自然エネルギーの活⽤用に関しては、国、地⽅方公共団体、⼤大学、研究機関、市民、事業者及び
民間⾮非営利活動法⼈人その他の関係機関と連携を図るとともに、相互の協⼒力が増進されるよう努めるものとす
る。!
（学習の推進及び普及啓発）	  
第８条　市は、⾃自然エネルギーの活⽤用について、市民及び事業者の理解を深めるため、⾃自然エネルギーに関
する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。
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地域自然エネルギー基
本条例

地⽅方⾃自
治体

⼤大学

国

研究機
関

市民

市
ＮＰ
Ｏ

事業
者

連携
協⼒力



◆　初号機～バンバン市民発電所

コナン市民共同発電所　
初号機

設置場所　社会福祉法人オープンスペース 
　　　　　　　れがーと　バンバン作業所屋根 
設置規模　２０．８８ｋＷ 
総事業費　８，０００，０００円 
募集口数　１口１０万円　８０口募集 
出資配当　地域商品券　 

売電開始　2013年２月２２日　

こにゃん

21

2013/02～2014/02	  
発電量　26,300kWh	  

（予想量　
20,720kWh）

売電益　1,104,600円	  
（想定より264,600円増）



◆　弐号機～甲陸市民発電所

コナン市民共同発電所　
弐号機

設置場所　甲西陸運株式会社 
設置規模　１０５．６ｋＷ 
総事業費　３６，０００，０００円 
募集口数　１口１０万円　３６０口募集 
出資募集　４月１６日～６月１５日 
元本償還　１口目は地域商品券 
　　　　　　　２口目以降現金か地域商品券選択 
出資配当　地域商品券　 
売電開始　２０１３年９月２５日 
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企業が協⼒力	  
「全国モデルに」

「市民共同発電と企業の連携は
これからの主流になるのでは」

「地域と共
に発展した
い」

1.0メガ

弐号機設置場所



コナン市民共同発電所　
弐号機
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2013/09～2014/05	  
発電量　72,896kWh	  

（予想量　
61,641kWh）

売電益3,096,160円	  
（想定より    820,260円

増）



京都新聞　2013/11/10

市民共同発電と立命館
大学との共同

24記者会⾒見　2013/11/05　湖南市役所



地域自然エネルギー市
民連続講座

2014年3⽉月8⽇日	  
ロハス⽣生活・⼩小⽔水⼒力発電

2014年2⽉月28⽇日	  
芋発電・バイオマス

2014年2⽉月20⽇日	  
スマートコミュニティ
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政策の伝播
◆　地域自然エネルギー条例の制定状況
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2012年9⽉月議会　
滋賀県湖南市

2012年12⽉月議会　
愛知県新城市

2013年3⽉月議会　
⾧長野県飯⽥田市

2013年3⽉月議会　	  
⾼高知県⼟土佐清⽔水市

2013年6⽉月議会　
兵庫県洲本市

2013年12⽉月議会　
愛知県設楽町

2013年12⽉月議会　
東京都⼋八丈町



フト思フタ國民的課題
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＿＿＿⽇日本國憲法改正條⽂文案!
＿⽇日本國憲法の⼀一部を次のやうに改正す
る。!
＿第⼆二⼗十五條に次の⼀一項を加へる。!
＿國は、世代間の公平性に配慮した安全
で持續性のあるヱネルギーの⽣生産、供給
及び利⽤用に努めなければならない。!
＿＿＿付＿則!
＿この憲法は、公布の⽇日から施⾏行する。


